
大和市公告第３３号 

 大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例（昭和４８年大和市条例第７号）第９条の規定に

より、保存樹林等の指定を令和６年３月２８日に次のとおり解除した。 

  令和６年４月１日 

                              大和市長 古谷田  力   

 

１ 保存樹林 

(1) 指 定 番号   第６６号 

   所 在 地  大和市下鶴間字甲一号１６７番 

   地 積  １３２２．００㎡ 

(2) 指 定 番号   第７０号 

   所 在 地  大和市下鶴間字甲一号１５１番１ 

   地 積  １４２９．００㎡ 

(3) 指 定 番号   第７１号 

   所 在 地  大和市下鶴間字甲一号１３６番 

   地 積  ３６３．００㎡ 

(4) 指 定 番号   第６０２号 

  所 在 地  大和市中央林間西五丁目４２１６番１ 

   地 積  ５３８．００㎡ 

(5) 指 定 番号   第６０３号 

   所 在 地  大和市中央林間西五丁目４２１９番 

   地 積  ８０７．００㎡ 

２ 保存生け垣 

 指 定 番 号  第２３６号 

 所 在 地  大和市福田１３７９番５ 

 延 長  １２．７ｍ 

 

  


